
平成 26 年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に作成される契約書

　租税特別措置法第91条の規定により、令和６年３月31日までの間に作成される次の①及び②

の契約書の税率は、法に定める税率（本則税率）にかかわらず、軽減措置が適用されます。

　平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間に作成される①及び②の契約書について

は、法に定める税率（本則税率）にかかわらず、下表の「記載金額」欄に掲げる金額の区分に

応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。



令和５年５月１日

施設工事、解体工事

令和５年５月１日

舗装工事

2,200 万円 200 万円

5,200 万円

200 万円

5,500 万円 500 万円

500 万円

500 万円

500 万円

5,500 万円



令和５年５月１日

令和５年５月１日

令和５年５月１日

880 万円 80 万円

1,380 万円

80 万円

220 万円 20 万円 990 万円

90 万円 1,210 万円

110 万円

4,400 万円 400 万円

1,400 万円

　平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間に作成される契約書のうち、記載さ

れた契約金額が10万円以下の不動産譲渡契約書及び記載された契約金額が100万円以下の

建設工事請負契約書は、軽減措置の適用はありませんから、本則税率により課税されます。


